
第 3回 厚生労働省省内事業仕分け

平成22年 4月 19日 (月 )

(15:00-18:00)

厚生労働省講堂

(低層棟2階 )

1.議事 (対象法人)

(1)独立行政法人労働政策研究・研修機構 (15:00●
(2)独立行政法人福祉医療機構 (16:00～ )

(3)独立行政法人国立病院機構 (17:00～ )

2.民間有識者 (仕分け人)

赤沼  康弘 日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会委員

阿部  正浩 獨協大学経済学部教授

月ヽ野寺 利孝 小野寺協同法律事務所弁護士

河Jヒ  博文 河北総合病院理事長

菊池  馨実 早稲田大学法学学術院教授

住田  光生 至誠監査法人理事長 (公認会計士)

土屋   了介 財団法人癌研究会顧問

渡辺 顕一良F 日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科教授

伊東  秀征 厚生労働行政モニター

※ 仕分け人は、毎回5名程度選任することとしており、
厚生労働行政モニターは応募のあった中から毎回 1名選任する



第 3回 厚生労働省省内事業仕分け

(配付資料)

・ 傍聴者のみなさまへ (傍聴時の留意事項)

・ 厚生労働省省内事業仕分け傍聴者アンケー ト
・ 座席表
・ 議事次第
・ 厚生労働省省内事業仕分け8原則、民間有識者

【(独)労働政策研究 B研修機構】
・ 資料 1(事務 D事業説明資料)

・ 資料 2(改革案説明資料)

・ 資料 3(論点等)

・ 省外からの指摘事項
・ 評価シー ト
・ 役員名簿

【(独)福祉医療機構】
・ 資料 1(事務・事業説明資料 )

・ 資料 2(改革案説明資料)

・ 資料 3(論点等)

‐ 省外からの指摘事項
・ 評価シー ト
・ 役員名簿

【(独)国立病院機構】
・ 資料 1(事務・事業説明資料 )

・ 資料 2(改革案説明資料)

・ 資料 3(論点等)

・ 省外からの指摘事項
・ 評価シTト
ロ 役員名簿



第3回厚生労働省省内事業仕分け
(独立行政法人労働政策研究・研修機構)
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第3回厚生労働省省内事業仕分け
(独立行政法人福祉医療機構)
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第3回厚生労働省省内事業仕分け
(独立行政法人国立病院機構)
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厚生労働省省内事業仕分け8原則

① 行政刷新会議における事業仕分けの対策としてではなく、厚
生労働省が自ら改革を実施するために行うものとする。

② 今年限りのものではなく、恒常的な事業として位置付ける。

③ 厚生労働省の事務・事業や所管する独立行政法人、公益法人
等の事業などの在り方について、公開、かつ、外部の視点を入
れて、議論を行う。

④ 最終的な改革案は、政務三役で決定することから、仕分け作
業の場では、最終的な判断を下すことはせず、仕分け人からの
意見や仕分けの場での議論などを受け止めて、最終的な意思決
定に反映させる。

※ 仕分け作業は、概算要求までに実施。

⇒ 省内事業仕分けを実施 した事務・事業や法人が、行政刷新
会議での事業仕分けの対象となつた場合には、省内事業仕分
けを踏まえた改革案をもって臨む。

⑤ 厚生労働省の説明者が、事務・事業や法人について説明し、
その改革案を提示した上で、省内事業仕分け事務局が仕分け人
をサポー トするため、事前調査の結果や論点などを示し、活発
な議論を行つていただく。

⑥ 最後に、仕分け人として外部の民間有識者から、それぞれ、
仕分け対象の事務・事業や法人について、「廃止」、「移管」、「見
直し」を行うべきといった見解を明確に示していただく。

※ 仕分け人として国民 (厚生労働行政モニター)からも募る。

⑦ 国民から、傍聴者を募り、公開の場で議論する。

③ 情報のアクセスを確保するため、メディアにも、フルオープ
ン (議事内容すべてのカメラ撮りを可とする)とする:



厚生労働省省内事業仕分け 民間有識者

,(繕
ま
 震歌

ろ
日本弁護士連合会高齢者 。障害者の権利に関する委員会委員

あ べ   まさひろ

阿部  正浩 獨協大学経済学部教授

器 鰤 厚木市こども未来部こども育成課長

あんねん

安念
軋
司

い
潤 中央大学法科大学院教授

いわせ   たつや

岩瀬  達哉
ジャーナ リス ト

おおくば  かずたか

大久保 和孝
新日本有限責任監査法人 パー トナー
CSR推進部長 (公認会計士)

おのでら としたか

小野寺 利孝 小野寺協同法律事務所弁護士

かわきた

河北 散̈
河北総合病院理事長

きくち  よしみ

菊池  馨実 早稲田大学法学学術院教授

覇 事 高萩市長

すみた   みつお

住田  光生 至誠監査法人理事長 (公認会計士)

たかた     はじめ

高田   創 みずほ証券金融市場調査部長チーフス トラテジス ト

たかはじ    すすむ

高橋   進 株式会社 日本総合研究所副理事長

たしろ   ゆうたく

田代  雄偉 元川崎製鉄株式会社環境エンジニアリング部長

聾  ∵7Fけ 財団法人癌研究会顧問

なかやま    ひろし

中山   弘 元学校法人ホンダ学園常務理事

にった   みちお

仁田  道夫 東京大学社会科学研究所教授

ふくしま

福嶋 」彬
中央学院大学社会システム研究所教授

みややま  とくし

宮山  徳司 埼玉医科大学医療政策学特任教授

椰ｍ
たかし
敬 日本元気仕掛け人 。わいわい社中代表

麗鶴鞣 :' 日本福祉大学子ども発達学部子ども発達学科教授



資料 1

独立行政法人労働政策研究 ,研修機構 (JILp丁)

について≪事務・事業説明資料≫



法人概要

≪基礎データ≫
【22年度】 【(参考)21年度】

1役員 5名注1

うち国家公務員出身者 1名 (公募) 2名

うち現役出向者 0名 1名

職員 118名注2
うち国家公務員出‐身者 4名 5名

うち現役出向者 25名 24名

予1算 29。 41憲 円 うち国からの財政支‐出 28.4億円 32.1億 円

* 役職員数は平成22年 4月 1日 現在、事業費は平成22年度の数値、うち国家公務
員出身者及びうち現役出向者については各年度の 4月 1日 現在、うち国からの財
政支出については各年度の数値
注 1.平成21年 10月 に理事 (厚労省現役出向者)を 1名 削減の上、厚労省OBが

就いていた理事 1及び非常勤監事 1は公募
注 2.法人発足時 (平成15年 10月 )の 140名か ら22名 (▲16%)削減

≪主な事務・事業≫

事:務1事1業 予算
うち国からの
財政支出

1孝1彎1啓1本171事
11.6億 円 11.6億円

情報|●撃1集|1肇理| 9.0億円 9.0億円

成果普及等 4.4億 円 3.4億円

1労1働行政担1当職員研修 4。4億円 4.4億 円

『

‥

＝

嗜

【労働大学校】

* 機構の事務・事業は、外部の有識者 (公労使)で構成される「総合評価諮問会議」による事前・事後評価を受けており、その事務・事業には

労使の意見が反映されている。
-1-

≪組織体制≫

法人本部 労働政策研究1所 労働大学1校

2部 (19名 )

3部
5研究部門

教育担当

大学校事務局
1研究部門

≪組織図≫ 【労働政策研究所】

労働経済分析部門

雇用戦略部門

労使関係・労使コミ
ュニケーション部門

就業環境・ワークラ
イフバランス部門

人材育成部門

キヤリアガイダンス
部門※

※研究と研修との連携を図るためt労働大学校内に在席

【法人本部事務局】

大学校事務局



1。 労働政策の総合的な調査研究 (労働政策研究、情報の収集口整理)

(事業の目的・概要 )

各省は各々の政策分野における政策研究機関を有しているが、ィ労働分野における政策研究機関がJlLPTで ある。.

労働分野における政策の立案は、 ILO条約を踏まえ、公労使三者構成の労働政策審議会における審議を経て立案され
ている。その審議の土台となる調査研究は、労使双方にとって公平 口中立であることが求められるとともに、国からも―
定の独立性を保ちつつ行われる必要がある。

こうした観点から、労使の参画も得て運営されているJILFTが 、独立行政法人として労働行政分野の政策課題 (雇
用、労働条件、人材育成t労使関係等)や、国内 :海外の労働現場の最新の事情 口動向について、厚労省の要請に基づき
公平・中立の立場から体系的口継続的な調査研究を実施し、労働政策の企画・立案をサポートしている。

(事業の実施スキーム )

」:LPTが実施する調査研究は、厚労省が中期目標で指示したテーマや、毎年度ごとに要請するテーマを踏まえ、
労使との懇談会や厚労省担当者との会合などによリニニズを把握し、厚労省との合意を経てテーマ決定・実施される。
厚労省とJILPTが 密接に連携することにより、労働政策の企画 日立案に寄与する実践的な調査研究を実施すること
ができるb

(事業の主な実施状況 (平成20年度実績))

とりまとめ件数 54件 ※
白書等での成果の

2.情報の収集・整理
0 調査結果等のとりまとめ件数 22件 (国内 18、 海外 4)

・加工するなどにより、研究や政

※「論文1本 6′000万円」は明らかな事実誤認 "。「(J「LPTは )論文1本を出すのに6′000万円以上かかっている。民間なら2千万円から3千万円で
できる。」との新聞報道があるが、J!LPTが報告書等のとりまとめに要する費用は、1本当たり2千5百万円である(研究に要する経費を、研究員
がとりまとめた報告書等の件数で割つたもの)。 この6′ 000万円という数字は、職員の研修など、研究以外の事業を含めたJ:LP丁全体の予算額
(321億円)を報告書等の件数 (54件)で機械的に畢 数字≦羹6′0闘

F「2と推測されるが、これは明らかな事実誤認である。



(参考)労働政策の総合的な調査研究の具体例

○ 平成 21年度以前の調査研究の概要・労働政策の企画立案に対する成果

◆若年者雇用支援に関す る研究 【平成 15年度 ～ 18年度】
フリーター・ニー ト (若年無業者)の実態解明・就業支援政策の提言を目的として、NPO、 企業、自治体の就業支援機関等のヒア

リングによる実態把握や、アメリカ・ ドイツの若年者就業支援政策との比較分析等をいち早く展開。これに基づき、学校・家庭・地域そ

築飾製鯨窮鰐鷲
端
賛手ヽ 二重鼈 ジ 響ゝ聟与糞ξ埜製発象5栄載喘辮η薄ざ罐 子

た

◆パー トタイム労働者の雇用管理実態に関する調査研究 【平成 16年度～平成 18年度】
パートタイム労働者の雇用管理の改善等を目的として、事業主と労働者への調査を実施し、雇用管理、処遇、教育訓練等の状況を把

握・分析。これに基づき、正社員とパー トタイム労働者等との教育訓練等に格差がある実態を明らかにするとともに、正社員転換制度が

パー トタイム労働者の意欲を高めることを実証。

【正社員転換の推進、教育訓練等による雇用管理の改善等を図るパートタイム労働法の改正 (平成19年度)に寄与】

◆ワーク ロライフ・パランスに関する調査研究 【平成 17年度～平成 19年度】
育児・介護と仕事との両立を支援する政策提言を目的として、事業主と労働者への調査を実施し、労働者の育児・介護休業の取得状

況、企業の支援体制等を把握・分析。これに基づき、介護休業の期間・取得回数の柔軟化、育児休業の対象要件緩和、復職後の勤務時間

短縮等を政策提言。

【子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備するための育児・介護休業法の改正 (平成20年度)に貢献】

◆非正規労働者等に関する調査研究 【平成21年度～】
様々な形態の非正規労働者口個人請負等で働く労働者を対象に、それぞれの事情に即した労働条件の確保・雇用支援政策の提言を目

磐絶纏下券癖「
的な調査を実施し、それぞれの実態(例えば

1罪呈驚身Ъ轟 塁暮      綬翼Ъ基吾

○ 平成22年度の調査研究の概要

◆高齢者の就業実態と今後の雇用延長等に関する調査研究
いわゆる2013年問題 (厚生年金の報酬比例部分の支給開始が60歳から61歳に引上げ)を視野に、高齢者が希望する60歳代の雇用 口就業

の在り方と雇用制度とのギヤップ、先進企業における定年延長等の条件整備等を調査・分析し、雇用延長に向けた政策課題を明らかにする。

◆若年キャリア形成支援に向けての社会的企業の役割と若年就業実態に関する調査研究
若年キャリア形成のための社会的企業の成立条件や、2000年以降の若年の意識・行動様式の変化について調査・分析を行い、景気悪化

のしわ寄せを受ける若年雇用の政策課題を明らかにする。
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2日 成果普及等

(事業の目的・概要)

機構が蓄積した成果をtホームヘ―゚ゾ、メールマがシ
゛
ン、ニュースレター等複数の媒体を効果的に活用して広く国民に普

及を図ることにより、労働現場における適正な労働条件の確保、良好な労使関係の形成に寄与。
機構における公平・中立で客観的・専門的な研究成果は、公労使三者構成の労働政策審議会における

審議にも活用されるとともに、産業レベル・個別企業レベルの労使関係者に対し、労働現場の事情や、
労働政策の課題を周知し、政策論議の土台を作る重要な役割を担うている。

(事業の主な実施状況 (平成20年度実績))
1.ホTムページ

○ 機構が蓄積した調査研究成果や、国内労働統計、海外主要各国の労働事情・労働統計等を掲載して
おり、年々アクセス件数が増加 (平成20年度4005万件、平成19年度3409万件)。  |

2.メ ールマガジン、ニュースレター

0 メ■ルマガジン(週 2回 )やニュニスレター(月 1回 )等の発行により、調査研究成果、労働行政の動向、労
働統計、労使団体の動向等の労働現場の実情、第一線の研究者・実務家の論考等を広く普及。'
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3口 労働行政職員研修 (労働大学校)

(事業の 目的・ 概要 )

労働大学校は、国及び全国の労働基準監督署 (321署 )、 ハローワーク (422所)等における労働行政の適確な遂行を

担保するため1こ 、全国の労働行政職員23,084名 (平成22年度)を対象に研修を実施。
労働政策研究を実施している機構が労働大学校を運営することにより、研究と研修を連携・融合し、研究成果の研修

への反映や、研修を通じて吸い上げた現場の問題意識の研究への反映が図られ、相乗効果を上げている。

(事業の実施状況 (平成20年度実績))
労働大学校は、国及び全国の労働基準監督署 (321署 )、 ハローワーク

担保するために、全国の労働行政職員23,084名 (平成22年度)を対象に、

(3体系約 80コ ース)。

(422所)等における労働行政の適確な遂行を

職員の職責・職務に応 じた宿泊型の研修を実施

1.一般研修 (全職員が対象)

採用 1年 目に、職員としての自覚と責任、労働行政の遂行に必要な基本的知識及び技術を付与する
基礎研修など。

ハ ロー ワー

署・所の最高責任者としての行政を取り巻く社会情勢の認識、
導、適正な職員管理を行うための知識及び技術などを付与する署・所長研修など。

の運営管理、部下の育成・指

担当業務を担うための、また質的
働基準監督官、安全専門官、衛生専門官、

度化に対応するための高度な専門的知識及び技術を付与。 (労

障害者雇用担当官、労災補償訟務官、労働紛争調整官など)

＞
理
ど

これらの研修の平均期間は8.4日 であるが、新任監督官研修 (連続 lヶ 月半)、

めとして長期にわたつて研修を行うコースも多い。また、研修時間終了後の夜間に、

ループ研究を行うことも多い。

職業指導専門研修 (約20日 )をはじ

演習のための自主的な課題調査やグ

※ なお、労働大学校に設置されている宿泊施設を廃止 し、研修生の宿泊場所を近隣のビジネスホテル等に変更 した場合には、

新たに宿泊費等 (約 2.6億円)を支出する必要が生じ、現行の宿泊施設の維持管理費 (約 8千万円)を大幅に上回る結果、年間

約 2億円以上の予算の増加が見込まれる。
L__中 __… ……¨‐……中―――――――“―‐―――――――…………………………―……………――‐―――――~― ―――¨―……
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資料2

独立行政法人労働政策研究・研修

機構 (JILP丁 )の 改革案について
≪改革案説明資料≫



独立行政法人労働政策研究口研修機構の改革案について

轟:赫の絲 =■ヒト
|

<平成21年度>  <平 成22年度> <平成23年度>
115A※121人 118人

※法人設立時(平成15年度)の 140名 に比べ25名 の減員、8割程度の人員規模に。

平成21年度 平成22年度 削減数

役 員 2/6人中 1(公募)/5人 中 Al

職員 5/121人 中 4※ /118人 中 Al
Ｉ

Ｉ

Ｌ

≪今後の対応≫

役員 :公募選考を経た者

職員 :転籍して研究者となつた者

※ この4名 は研究者として転籍した者である。

4.その他改革事項 :新たに次の3つの取組を実施

①緊急の政策課題に的確に対応した迅速な調査・分析
②労働政策の事後評価に資する調査・研究
③貧困・困窮者支援における福祉との連携など新たな雇用対策に対応した職員研修

-1-

ヽ

―

―

―

―

―

ジ

≪国民への影響≫

これまで以上に労働政策
の適確な企画・立案に貢献

モノ 12.余剰資産などの売却

〔(参考)彗
奮実軍寝賛馨里県覇奎奪計あ露P政

策研究所(東京都練馬区)、
   〕

≪削減額≫

<平成21年度>
28。9億円

カネ :3.国からの財政支出の削減

<平成22年度> <平成23年度>

※ 運営交付金の額。施設整備費は、毎年の施設・設備の改修の内容によっ

て増減する。 (H21年3.2億円 H22年 0.7億円 H23年3.2億円)

≪削減額≫

▲6′000万円 (新規 )

※ 上記1の組織のスリ
ム化による3人 の削
減分を含む。



○ 平成23年度は、職員数を更に3名削減(118人→115人 )する方針。

く<これまで行つてきた改革努力>>

○ 労働政策研究事業の重点化等により、機構設立時の平成15年度に比べ、職員数
▲16%の大幅なスリム化 (▲ 22人 (平成15年度 :140人 → 平成22年度 :118人 ))。

○ 最近においては、以下のようなスリム化のための取組を実施。
・ 理事 (1名 )の削減、常任参与(1名 )の廃止【理事は平成21年 10月 から、常任参与は平成22年 1月

から実施】

・ 管理職の給与引下げ (▲ 1.6%)、 管理職の賞与カット(部長級▲10%、 課長級▲5%)
【平成22年度から実施】

・ 国と異なる諸手当(職務手当、勤勉手当、超過勤務手当)の見直し【平成22年度から実施】

口(単位 :人 )
参考 :職員数推移

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

15 注 ) 18 21

1● 1

118

′,′

注 :日 本労働研究機構と労働研修所の整理・統合により、独立行政法人労働政策研究・研修機構が発足。
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国からの財政支出の削減
「

カネ

0平成23年度は、これまで行つてきた改革努力を継続するとともに、①資料センターでの図書の
購入の縮減、②成果物の印刷部数の縮減などにより、運営費交付金を6,000万円縮減する方針。

〈くこれまで行つてきた改革努力>〉

○ 機構設立時の平成15年度に比べ、平成22年度の運営費交付金は▲11億円(▲ 28%)の縮減。

○ 最近においては、以下のような予算縮減の取組を実施 (一部再掲)。

・ 理 事 (1名 )の削 減 、常 任 参 与 (1名 )の廃 止 【理事は平成21年 10月 から、常任参与は平成22年 1月 から実施】
口労働大学校の管理・運営業務に市場化テストを導入【平成21年度から実施。民間企業5社から入札が
あり、新東産業株式会社が落札。なお、いずれの企業にも厚労省OBはいない。】

・ 管理職の給与引下げ(▲ 1.6%)、 管理職の賞与カット(部長級▲10%、 課長級▲5%)【平成22年

度から実施】
・ 国と異なる諸手当(職務手当、勤勉手当、超過勤務手当)の見直し【平成22年度から実施】
ロー般競争入札の徹底、施設整備の見直し、広報業務の見直し等によるコスト削減【平成22年度
から実施】

交付金推移 口(単位 :百万円 )

3500

3000

2500

15年度 (注)18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

注 :日 本労働研究機構 と労働研修所の整理・統合により、独立行政法人労働政策研究・研修機構が発足。
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3.その他改革事項

○ 労働行政を取 り巻 く情勢の変化に迅速・的確に対応 し、労働行政の適確な企

画・ 立案にこれまで以上に貢献するため、平成 22年度か ら新たに次の 3つの取

組 を実施。

1.緊急の政策課題に的確に対応 した調査・分析

部門横断のプロジェク トチームを設置 し、厚労省か らの緊急の研究要請に対 し

短期・集中で成果を出す調査・分析の仕組みを創設。

(取組例)

◎ 未就職卒業者についての緊急調査
新規学卒求人が急激に減少する中で、昨年度末卒業者には、未内定のまま卒業して求職

活動を続けている者や就職活動を断念した者が多数に及ぶことが危惧される。
このため、高校進路指導部、大学キャリアセンターヘのアンケー ト調査を実施し、現在

の未内定卒業者の状況、未内定となつた背景などの実態を明らかにする。

◎ リーマンショック後の日系人の就労状況に関する緊急調査
リーマンショック以降、日系人の製造業からの離職が生じ、様々な分野での就業が進み

つつある。このため、日系人を新たに雇い入れた事業所などへのアンケー トロヒアリング
などによる調査を実施し、離職した日系人が新たに就職した職種、賃金水準などの実態を
明らかにする。
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2.労働政策の事後評価に資する調査・研究

主要な労働政策の実施状況や政策効果についての調査研究等を実施 し、労働政

策の PDCAサ イクルに資するための調査研究を新たに実施。

(取組例)

◎ 改正パー ト法の政策評価のための調査
事業主やパー ト労働者に対し、アンケニ ト調査を実施し、パー ト労働者の均衡待遇や正

社員転換等についての実態や、平成20年 4月 に施行された改正パー ト法の効果を明らか

にする。
◎ 非正規労働者の能力開発とジョブカー ド有効活用のための調査研究

非正規労働者について、個人の能力・キャリア開発、企業の雇用・能力開発管理の改
善、外部労働市場の構築に対するジョブカー ド制度の有効性を調査・分析し、改善される
べき政策課題を明らかにする。

3.貧困・困窮者支援における福祉との連携など新たな雇用対策に対応した職員研修

貧困・困窮者支援や若年者支援の強化といつた新たな雇用対策に対応 して、求

職者の住居 0生活支援に関する相談への対応などハ ローワーク職員の研修 を強

化。ハ ローワーク職員の資質を高め、行政サー ビスの質を向上 させる。

(取組例)

◎ 労働に隣接する分野 (福祉分野)に関する知識も含めた貧困・困窮者に対する総合相談
についての科目を新設。

◎ 若年者雇用問題の最新状況 0研究成果を教授するとともに、実践的な若年者支援の演習
(「若年者就職サポー ト演習」等)を行う。
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資料 3

独立行政法人労働政策研究・研修機構
の論点等について

省内事業仕分け室作成資料



階内事業仕分け室作成資利

・主要な論点

① 政策研究について、、国の直轄とすることは

できないか。または、他の政策研究機関と統

合することはできないか:       :
(参考)国所管の政策研究機関

施設等機関 (直轄) 独立行政法人

経済社会総合研究所 (内閣府)

情報通信政策研究所 (総務省)

法務総合研究所 (法務省)

財務総合政策研究所 (財務省)

国立教育政策研究所 (文科省)

科学技術政策研究所 (文科省)

国立社会保障・人口問題研究所

(厚労省)

農林水産政策研究所 (農水省)

国土交通政策研究所 (国交省)

防衛研究所 (防衛省 )

経済産業研究所 (経産省)

国立環境研究所 (環境省)

② 労働大学校について、国の直轄とすること

はできないか。また、宿泊棟を廃止・売却し、

ホテル等を活用することができないか。



―            1省 内事業仕分け室作成資刈

≪共通事項 (全法人)≫

○ 当該法人の事務・事業に対する運営費交付金、補助金等の国からの財政

支出が適正な額であるか。事務・事業の実施に当たつて冗費 (ムダ)はな
い か 。

○ 当該法人の組織はt当該法人の事務・事業を実施するために適切な体制
であるか

`

(参考)

ラスパイレス指数 :104.8(平成20年度、事務職)

100.0(平成20年度、研究職)

常勤役員に占める厚生労働省出身者:1/5(理事 1名 (公募の結果))

職員数 F l18人 (本務事務局 19人、、労働政策研究所 78人、労働大学

校 21人 )

○ 不必要な余剰資産などを抱えていないか。不要なものは整理すべき。

(参考)

(億円)

現預金 有価証券 土地中建物 その他 計

2 60 3 76

(次ベージに続く)



内事業仕分け室作成資

≪労働政策研究≫

○ 機構が行つている政策研究は、国の政策の企画立案に役立っているのか、

具体的に説明すべき。              ′

(参考)

主な業務 コス ト(国から

の財政支出)

主な成果物 (平成 20年度)

政策研究 11.6億円

・研究成果のとりま1と め件数 :54件
・審議会・白書等での成果の活用件数 :

540件  :

情報の収

′集・整理

9.0億円

・調査結果等のとりまとめ件数 :22件
・国内外の各種労働関係統計の分析 ロ

加ェ (労働分配率・労働力需給推計

等の高度加工統計、国際比較等の作

成).
・審議会・白書等での成果の活用件数 :

293件

○ 他の研究機関等と統合することはできないか。

(参考)

国所管の政策研究機関:

施設等機関 (直轄) 独立行政法人
日経済社会総合研究所 (内閣府)

・情報通信政策研究所 (総務省)

・法務総合研究所 (法務省)

・財務総合政策研究所 (財務省)

・国立教育政策研究所 (文科省)

・科学技術政策研究所 (文科省)

・国立社会保障・人日問題研究所

(厚労省)

「農林水産政策研究所 (農水省)

・国土交通政策研究所 (国交省)

・防衛研究所 (防衛省)

日経済産業研究所 (経産省)

・国立環境研究所 (環境省)

(次ページに続く)
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内事業仕分け室作

○ 機構が行つている政策研究、情報の収集・整理等については、政策研究

機関として実施するのではなくt大学やシンクタンク等への委託方式をと

ることについて、どう考えるか。

≪成果普及等≫

○ 研究成果の普及などが効果的・効率的に行われているか。

(参考)

主な業務 コスト(国からヽ

の財政支出)

主な成果物 (平成2o年度)

成果普及

等

3.4億円

○ホームページ・データベース

・調査研究成果へのアクセス件数 :

176万件

・キヤリアマ トリックスヘのアクセ

ス件数 :2,390万件

○メールマガジン
ロ週 2回、計93回発行
日読者数 :26,611人

○ニユースレター

・月 1回、計 12回発行

○労働政策フォーラム

・ フ回開催、延べ 1,391人参加

○労働関係法規集
i・ 11,000部発行

≪労働行政担当職員研修≫                  ヽ

O 労働大学校で行う研修は、効率的かつ効果的に実施されているか。

(参考)

主な業務 コスト(国からの

財政支出)

主な成果物

研修 4.4億円 コニス数 :3体系77コ ース

受講者数 :3,219名 (平成 21

年度)

受講者に対するアンケー ト

結果 満足度 :97.0%

4

(次ページに続く)



階内事業仕分け室作成資刑

○ 国の職員の研修を独立行政法人で行う必要があるのか。機構で行うメリ

ットは何か。            ヽ   :

5



評価シート

仕分け人名 (

人 人

本日の改革案の説明や議論に基づいて、法人の 1.事務 口事業、
体制について、□欄にそれぞれチェックし、ご意見を記載下さい。

2.組織・運営 |

1-0事務 口事業  ( 労働政策研究 ) ※左記の事務 口事業をどのように扱うか
チエック願います。

□ 改革案では不十 □①事業そのものを廃止
一 口②事業の効率性を高めた上で、国へ事業を移管し実施

□③事業の効率性を高めた上で、自治体へ事業を移管し実施
□④事業の効率性を高めた上で、民間へ譲渡又は委託し実施
□⑤事業を分解し、国、自治体、'民間へ譲渡
□⑥法人で事業継続するが、更なる見直しが必要 (実施方法の

見直し口補助金の削減など)            、

□ 改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )



評価シート

1_②事務・事業  ( 労働行政相当職昌研修 (労働大学継) )

□改革案では不十

※左記の事務・事業をどのように扱うか
チエック願います

で、国へ事業を移管し実施
で、自治体へ事業を移管t実施
で、民間へ譲渡又は委託し実施
体、民間へ譲渡
更なる見直しが必要 (実施方法の

見直し・補助金の削減など)

□改革案が妥当

(具体的な更なる見直 し内容等を記述願います )′

2 組織 口運営体制 ※法人そのものをどうするかチェック願います

□
腎テ界で

|ま

不十分

II:§言1:負響管点ふ璽富人員口管理費、

□ 改革案が妥当

余剰資産t組織など)

(具体的な更なる見直し内容等を記述願います)



独立 行 政法 人労働政策研 究・ 研修機構

(役 員名簿 )

平 成 22年 4月 1日 現 在

役 .職 氏  名 略歴 (出 身省庁 等 及 び前職 ) 就 任 年 月 日

(常 ′勤 )

理 事 長

(非 常 勤 )

監  事 _

事

事

事

理

理

監

稲 上  毅

草 野

山 田

隆 彦 ※

潤 三

小 宮 山  引l章

吉 原  和 行 ※

前 法 政 大 学 経 営 学 部 教 授

前 厚 生 労 働 省職 業 能 力 開 発 局 長

前 労 働 政 策 研 究 口研 修 機 構 調 査 ・ 解 析 部

長

前 東 京 電 力株 式 会 社 本 店 広 報 部 原子 カ セ

ン タ =長

前三井物産 内部監査部特任監査人

平 成 19年 10月 1日

平 成 22年 1月 1日

平 成 20年 7月 1日

平 成 21年 6月 25日

平 成 22年 1月 1日

※ 公 募 選 考



内事業仕分け室まと

最近の労働政策研究・研修機構に関する省外からの指摘事項など

(資料)

① 朝日新聞記事 (平成21年 11月 17日 )・ … ・… :・ … ・ロニ・01

② 東京新聞記事 (平成22年 4月 16日):… 1ロ ニロニ・口.....2
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資料 1

′
独立行政法人福祉医療機構について

'|  ≪事務・事業説明資料≫ ‐



法人概要

≪基礎デニタ≫ ≪組織体制≫

本部
10部28課2室

(230人 )

うち管理部門
4音F8課 1室 (74人 )

大阪

支店

4課

(27人 )

うち管理部門
1課 (3人 )

* 役職員数は平成22年 4月 1日 現在、事業費は平成22年度の数値、うち国家公務員出身者及びう
ち現役出向者については各年度の 4月 1日 現在、うち国からの財政支出については各年度の数値

≪主な事務・事業≫

*財 投機関債を除く

-1-

【22年度】 【(参考)21年度】

役‐員 6名
うち国家公務員1出 身者 0名 2名

うち現役出向者 1名 1名

撃1早 257名
うち国1家1公務員出身者 4名 4名

:=現農島高著 6名 8名

1事1業1費| 6,409億 円 うち―国からの財政支出 2,466億円 3,227億円 ｒ

ｌ

ｌ

‥

‥

‥
司L_… … … … … … … … … … … … … … … … … …… … …

事1務1事1業 事業費 うち国からの財政支出

肇謹‐菫 3,122億円

計  2:162億円

うち運営費交付
金・利子補給金

79億 円

うち財政融資
資金

2,083億円

身賃奪墾信環書言事峯‐ 1,952億 円

漏性堡鮮辱春塙撃,|ll^■芋 7億円 6億円

1騨嚢薯脊籠羹 1,253億 円
(給付金を含む )

262億円
うち退職手当共済事業の
給付費補助金 256億円



1協1胤
福祉|‐医療に関する多様‐な事業をT体的に実施する
量 の回‐上.こ旦指=して―熙FB3汚勲|を―支援.しています

||||||■ ‐|||||||||||||||||||‐ |||||||
■||+ ■■|
||■ ■■■露

=ョ

1蝙
‐|      ‐|:|      ‐  |||11     ‐

 ■ 11 11  ‐  ||  |■ | :

了下下ス面蔚琢|プF.T下
地域包括

支援センター

■|■■||■■
=||■

|■11■11■ :■■●●■●:"|,■■‐ .11‖●■■1111ヽ|■

=|■11111:111t11111111■ ||1響11111:==:11111‖||「|:11111111==111111,EII111■ 11

○実績1,033億 円 (652件 )

○融資残高1兆3,823億円
(1万4,890件 )

〔     
湘
]i:』早]itti∫:g:il:iξ

5     

〕
○加入法人数1万5,113法人
○加入職員数67万3,408人
○支給者数7万6,570人

○実績542億円 (280件 )

○残高 1兆8,598億円
(6,799件 )

満足度71.6ポイント)

○交付金額30億円 ○交付件数931件 :

〇年金支払額117億円
○カロ入□数8万8,394□
○受給□数4万6,671□

(平成207度美1蔵

○経営診断件数1,142件 ○セミナー開催回数17回 (受講者数2,952人、

独立1行1政‐1法1人 1福|1祉1医 1療 1機 1構

=■
| |■

i

○実績1,995億円
○残高1,938億円

(21万7,965人 )

(34万3,323人 )

〇年間ヒット件数2億831万件 ○登録機関数6万9,754件 ○満足度90.4%

○回収額3,242億円
O残高2兆3,998億円 (48万391件 )

-2ニ



◆ 福祉施設関係 ◆

け を

子育て支援のため

介護施設が
足りない !

障害者の自立を

する施設を !

[利用者ニーズ ]

[社会福祉法人。医療法人等]

民間金融機関
らの借入れが困難

経営が厳 L/<

一長期・固定・低利の融資により施設整備を推進=

◆ 医療施設関係 ◆

菫

一が

軒

一露

Jヽ児科 ←産科
が足りない !

耐震化を進め

安心な病院

がん。脳卒中・糖尿病
などの専門的な病院狙

22.2.13

診

″
仁

[福祉医療機構]

の融資による支援

償還確実性だけでな<
政策上の必要性を重視

蓄積された
ノウハウ・データを活用

福祉医療機構の役割は
ますます重要に !

-3-



|

1 福祉保健医療情報サービス事業 (W∧M NE丁)の概要
1                                                      11●

111

◆事業内容◆
○最新の介護事業者、障害福祉サービス事業者情報等を提供・検索
○全国の病院・診療所情報の提供 0検索、

福祉・練健僣

鸞轟顧 爵饉T

【WAMNETの利用状況】

1年間ビ,卜件数

: 2億件

■311・9915

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

探していた介護事業所が相談員
からすぐにご紹介いただけて助か
りました。

こどもワムネット
で家族と福祉や医
療について

「

緒 に
勉強でききす。

調査・研究の資料集
めにデータを活用で
きて助かります。

‐施設の最新状況を利用者に
お伝えできるため、ニーズに
お応えしやすいです。  ′

介護事業所や介護施設を利用者ニー

ズに合わせて条件検索できるため、利
用者に最適なご提案できます。

く1輔|夕薫爾蘇111771マ■曲 ‐.||

介護事業者DB
病院 。診療所DB

[研究者・学生] [都道府県・介護事業者 ]

:  年金担保貸付・労災年金担保貸付事業の概要
1'F:

◆制度の概要等◆

ン1年傘受給煮の■時的奪言倉霞〒量璽まな奮雰三1機関からの融資が受に

|ギ暑P,「‐〒1言奮声言

'副

譲 |

>1年金を担保に供することは年金各法
|■で原則禁上||  ■・ ■ ■ ||‐

卜昏軍薪]讐露喜嵯島豪怒:篠露苛|,
>1年金担保貸付には国の1財政措置なし

‐    
・

||■ ■ ■ |● |‐   :■ ■

i
im‐
■■ ヤ 驚

◆1融資条件1等|◆

区 分 年金担保貸付 労災年金担保貸付

貸付金利
(H224.19日 現在)

年 1.9% 年0.9%

貸付金額 '10～250万円の範囲内 :年金額の 1.2倍以内 等

H20年度新規貸付 214,228人 (1,944億円) 3,737人 (51億円)

H20年度末残高 337,207人 (1,888億 円) 6,116人 (50億円)

◆ 平成22年2月の取扱変更 ◆

資金の必要額等
の確認強化

満額返済
の廃止

返済回数
の増加

返済条件の緩和
措置の導入



資料2

独立行政法人福祉医療機構の改革案について
≪改革案説明資料≫



独立行政法人福祉医療機構の改革案について

1.組織のスリム化

<平成21年度> <平 成22年度>
理事4名

職員260名

10部1支店34課

理事3名 (▲ 1名 )

職員257名

10部 1支店32課

I口 管理部 |]を再編し、管理職ポストの削減 〕

<平成23年度>
理事3名

職員254名 (▲ 3名 )

8部 1支店31課

≪肖1減数≫

部長ホ
゜
スト▲2名 (新規)

課長ホ
゜
スト▲1名 (新規)

平成21年度 平成22年度 削減数

役 員 2/7人 中 0/6人中 ▲ 2

・
職員 4/260人 中 4/257人 中

《今1後の1対1応≫

'肖

(22年度末に1名減、
23年度末に2名 減、24年度末に1

名減と段階的に解消 )

2.余剰資産などの売却
・平成22年度 中に職員宿舎 (26戸
・平成22年度中を目途に公庫総合運動場の入札手続きを実施

▲8.98億 円 (簿価額)(新規 )

(22年度中を目途)

<平成21年度>
(運営費交付金 )

41。37億円

<平成22年度>
(運営費交付金 )

41.20億円

<平成23年度>
(運営費交付金 )

① WAMNETを 廃 止 した場 合

35。37億円
②WAMNETを 見直した場合

・
39。67億円

≪消l減額|≫

るすと００ね概を数指スｍ・人件費口電力使

ｒ

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ヽ

3.国からの財政支出の削減

①WAMNETを 廃止した場合
▲5.83億円 (新規 )

②WAMNE丁を見直した場合
▲1.53億 円 (新規 )

ヽ
１

１

１

１

１

ノ

応対な
祉

．
．

福○
ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ヽ

4.その他改革事項
≪国民

^|の

影響|≫

利用者サービスの向上



平成22年度

理事3名

職員257名

10部 1支店32課

平成23年度～

理事3名

職員254名 (▲ 3名 )

8部1支店31課

部長ホ
゜
スト▲2名・課長ホ

・スト▲1名

(削減額 3′500万 円)

0本 部の管理部門を再編し、10部 1支店32課を8部 1支店31課に削減。

O大 阪支店 (4課)について、廃止した場合の費用削減効果の検証を本年4月 中に行い、22年度
上半期中に結論を示す。

(大阪支店 :職員数27人 )

くくこれまで行つてきた改革努力〉〉

○ 理事定数の削減、理事長報酬の引下げ(22年 4月 実施)

・理事 ▲1名

・削減額1,500万円

○ 課の統合、ポスト削減 (22年 4月 実施)

・10部 1支店34課を10部 1支店32課へ削減
・課長ポスト ▲2名

-2-



||
||

▲8.98億 円(簿価額)

≪具体的な見直しの内容≫ ≪見直し:こよる具体的な改革効果≫

○職員宿舎売却予定 26戸
(平成22年度中に入札手続きを実施)

○残りの職員宿舎(72戸 )にもぃては、全

履毒銅ぶ輩墾葉1雪還芦 |こ

縮減を図る。

▲3。39億円(簿価額)

○公庫総合運動場(三鷹市 2,38oぷ )につ
いては、速やかに売却等を行う。
(三鷹市及び関係機関と調整の上、平成
22年度中を目途に入札手続きを実施)

▲5.59億円 (簿価額 )

-3-



3.国からの財政支出の削減

平成22年度予算

(運営費交付金 )

41.2o億円

平成23年度～

(運営費交付金 )

①WAMNETを 廃止した場合 35。 371億 円

②wAMNE丁を見直した場合 39.67億 円

≪具体的な見直しの内容≫

○福祉保健医療情報サービス事業(WAM NET)については全廃
もしくは一部縮小するなど3案を検討

〇年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業

国`機構において、年金担保貸付等と生活保護を繰り返すリピーターの
防止策等について必要な対策を講ずるとともに、廃止する場合の影響等を
把握するための実態調査を行い、今後の事業について存廃を含めてその´
在り方を検討し、必要な対策を講ずる。

4:その他改革事項 kl菌1良べあ1影1響|ゝ

利用者サービスの向上

今後の 1国の政策効果が最大となるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線
′

目標  1に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

-4…

改革の方向性として3案を検討
(別紙参照)「 A案 :▲ 5.3億円

B案 :▲ 1.0億 円
C案 :▲ 1.0億円

厚生労働省の方針に従う。
(年金担保貸付制度には国の財
政措置なし)

ヽ
―
―
―
ノ

福

．
　

．

β
ｌ
」

短縮し資金調達ニーズに迅

る簡素化に向けた検討を行う。

①WAMNETを 廃止した場合 ▲ 5.83億円

②WAMNE丁を見直した場合 ▲1.53億 円



別 紙

WAMNE丁事業の改革の力向性

ハ案|(廃
=)

B案 (見直し①)

システム最適イじ計画に基
づ<コスト削減 実施 実施

行政情報の掲載 厚生労働省HPに掲載 厚生労働省HPに掲載 継続

医療機関・介護事業所情
報等の掲載

厚生労働省HPに掲載 継続 継続

コス ト肖J減額
22年度予算額7.〇億円

23年度 :▲ 5。 3億円
23年度「▲ 1。O億円
24年度 :▲ 3.〇億円

23年度 :▲ 1.〇 億円

メリット 事業費削減

〇ケアマネジャーの利便性
確保

○担当職員の雇用配慮

〇ケアマネジャーの利便性
確保

○担当職員の雇用配慮
○現場の混舌し回避

デメリット

○追加費用 (1.7億円)
0開発の中止に伴う支払金
。電子届出システム等開発経費
等が発生

○厚労省HP開発経費が発生
○日長更新収集される介護事業者

情報等の利用停止

○事業費がかさむ

○自治体HPとの部分的重

複

○事業費がかさむ
○自治体HPとの部分的重

複

○厚労省HPとの部分的重

複



①

②

内事業仕分け室まと

最近の福祉医療機構に関する省外からの指摘事項など

|       。   (資紳    |

朝日新聞記事 (平成21年 12月 10日 )・ ・・「 口・・ F・ ●■口●・ 1

朝日新聞記事 (平成22年 4月 15日 )・ ・・・・・・・・ 1・ ・・・ .2
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年
金
の
前
借
り

廃
止
も
視
野
に

公
的
年
金
を
最
大
２
５
０
万
円

前
借
り
で
き
る
国
の
年
金
担
保
融

資
制
度

（
年
担
）
＝
□
＝
を
利
用

し
た
た
め
に
生
活
苦
に
陥
る
人
が

相
次
い
で
い
る
問
題
で
、
長
妻
昭

厚
生
労
働
相
は
１４
日
、

「
ほ
か
の

仕
組
み
で
目
的
が
達
成
さ
れ
る
な

ら
ば
、
非
常
に
必
要
性
が
低
い
、

あ
る
い
は
、
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
も
言
え
る
」
と
述
べ
、
廃
止
も

視
野
に
制
度
を
見
直
す
考
え
を
表

明
し
た
。

衆
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
、
柿

沢
未
途
議
員

（
み
ん
な
の
党
）
の

質
問
に
答
え
た
。

年
金
を
受
け
取
る
権
利
を
担
保

に
し
た
融
資
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
厚
労
省
所
管
の
独
立

行
政
法
人
、
福
祉
医
療
機
構
が
例

外
的
に
許
さ
れ
て
い
る
。
年
金
か

ら
天
引
き
で
回
収
す
る
た
め
審
査

は
緩
い
。
多
額
の
前
借
り
を
し
た

結
果
、
受
け
取
る
年
金
が
減
り
、

生
活
保
護
に
至
る
例
が
２
０
０
８

年
度
で
約
５
千
件
あ

っ
た
。
福
祉

医
療
機
構
の
事
業
は
、
政
府
が
近

く
始
め
る
事
業
仕
分
け
の
対
象
と

し
て
候
補
に
挙
が

っ
て
い
る
。

長
妻
厚
労
相
は

「医
療
や
冠
婚

葬
祭
、
住
宅
修
繕
な
ど
急
な
出
費

に
対
応
す
る
た
め
の
必
要
最
低

限
、
最
後
の
安
全
網
と
し
て
の
機

能
が
本
来
の
趣
旨
だ
」
と
説
明
。

遊
興
費
や
借
金
の
返
済
に
使
わ
れ

て
い
る
と
い
う
指
摘
に
対
し

て

は
、

「
そ
も
そ
も
の
趣
旨
に
合
致

し
た
融
資
状
況
か
、
ほ
か
に
適
切

な
制
度
が
な
い
の
か
、
再
度
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
、
実

際
の
使
わ
れ
方
を
調
査
す
る
方
針

を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
上
で
、

「昨
年
１０
月
に
拡

充
さ
れ
た
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制

度
が
年
金
受
給
者
に
も
使
い
や
す

く
な

っ
た
」
と
し
て
い

「
ほ
か
の

制
度
と
の
整
合
性
が
取
れ
て
い
る

の
か
も
、

一
度
き
ち
ん
と
確
認
し

た
い
」
と
語

っ
た
。

年
担
は
今
年
２
月
に
運
用
が
見

直
さ
れ
た
ｏ
融
資
を
申
し
込
む
際

に
使
い
道
を
記
入
さ
せ
る
▽
年
金

全
額
を
返
済
に
回
す
仕
組
み
を
廃

止
▽
返
済
額
を
途
中
で
変
更
可
能

に
す
る
▽
最
大
返
済
回
数
を
増
や

し
て
１
回
の
返
済
額
を
減
ら
す

―
―
な
ど
の
改
善
策
を
と

っ
た

が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
は
「年
担

の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
も

の
で
は
な
い
」
と
し
て
制
度
廃
止

を
厚
労
省
に
申
し
入
れ
て
い
た
。

ユ。(0

長妻厚労相
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